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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２６年４月４日（平成２６年（行情）諮問第１７４号） 

答申日：平成２９年２月１０日（平成２８年度（行情）答申第７２３号） 

事件名：「東日本大震災災害派遣行動史の編さん準備について（通達）」に基

づき報告された文書の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「「東日本大震災災害派遣行動史の編さん準備について（通達）」に基

づき陸上幕僚長に報告された行動史基礎資料の全て。＊「行政機関の保有

する情報の公開に関する法律施行令」別表でいう「七 電磁的記録」があ

れば，それを希望。」（以下「本件請求文書」という。）の開示請求に対

し，別紙１に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）を特定し，そ

の一部を不開示とした決定については，本件対象文書を特定したことは妥

当であるが，別紙３に掲げる部分を開示すべきである。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２５年１２月２０日付け防官文第

１６９０５号により，防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」とい

う。）が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，その

取消しを求める。 

２ 異議申立ての理由 

異議申立人の主張する異議申立ての理由は，異議申立書及び意見書の記

載によると，おおむね以下のとおりである。 

（１）本件対象文書の本来の電磁的記録形式を特定し明示するとともに，当

該形式による複写の交付を求める。また，本件対象文書の電磁的記録が

Ｗｏｒｄ等で作成されたものであれば，その履歴情報ないし変更履歴が

残されている場合があり，これについても組織共有文書に該当するので，

その特定を求める。 

（２）本件対象文書をありのままのデータ形式で開示するよう求める。 

（３）複写の交付について，本件対象文書の全ての内容が複写されたもので

あるかの確認を求める。 

（４）「本件対象文書の内容と関わりのない情報」（平成２４年４月４日付

け防官文第４６３９号）として開示されなかった情報が存在するなら，

改めてその特定と開示・不開示の判断を求める。 
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（５）原処分で一部不開示とされた部分につき，当該部分に記録された内容

を精査し，支障が生じない部分については開示すべきである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 理由説明書 

（１）経緯 

本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

これに該当する行政文書として，「東日本大震災災害派遣（原子力災害

派遣含む。）行動史編さん資料について（報告）（北方防第５６７号電。

２３．１１．２４）」ほか２９文書を特定した。 

本件開示請求については，法１１条を適用して平成２５年１２月２０

日まで開示決定等の期限を延長した上で，まず，平成２４年４月１６日

付け防官文第５１９３号により，「東日本大震災災害派遣（原子力災害

派遣含む。）行動史編さん資料について（報告）（北方防第５６７号電。

２３．１１．２４）の模写電報起案紙」について開示決定を行い，別紙

１に掲げる残余の行政文書（本件対象文書）について，その一部が法５

条１号，２号，３号及び５号の不開示情報に該当することから，平成２

５年１２月２０日付け防官文第１６９０５号により当該部分を不開示と

する一部開示決定（原処分）を行った。本件異議申立ては，原処分に対

してされたものである。 

（２）法５条該当性について 

原処分において不開示とした部分及び理由は別紙２のとおりであり，

法５条１号，２号，３号及び５号に該当するため不開示とした。 

（３）異議申立人の主張について 

ア 異議申立人は，「国の解釈によると，「行政文書」とは，「開示請

求時点において，『当該行政機関が保有しているもの』」（別件訴訟

における準備書面）である。本件開示決定通知書では電磁的記録形式

の特定明示が行われておらず，「開示請求時点において，『当該行政

機関が保有しているもの』」が特定されたのか不明である。そこで国

の解釈に従って，改めて本件対象文書の電磁的記録形式の特定明示を

行うとともに，その電磁的記録形式での複写の交付を求める。」とし

て本件対象文書の本来の電磁的記録形式の特定明示を求めるが，法そ

の他の関係法令において，電磁的記録の記録形式を特定し，明示しな

ければならないことを義務付けるような趣旨の規定はないことから，

当該電磁的記録の記録形式を特定し明示することはしていない。 

また，電磁的記録形式での複写の交付については，原処分において，

本件対象文書の一部を不開示としていることから，特定した電磁的記

録をデータ形式のまま開示した場合，不開示とした情報が復元され，

その内容が判明するおそれがあるため，開示の実施に当たっては，不
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開示とした部分に被覆を施した電磁的記録を用紙に出力し，それをス

キャナにより読み取ってできたＰＤＦファイル形式をＣＤ－Ｒに複写

し，かつ，コピー等を制限する設定を行うことなく交付したものであ

り，当該開示の実施方法は適正に処理されている。 

イ 異議申立人は，「情報公開の事務手続に関する国の統一指針である

「情報公開事務処理の手引」（平成１８年３月 総務省行政管理局情

報公開推進室）は，「開示の実施においては，行政文書をありのまま

開示する」（２３枚目）として，「原則として加工はしない」（同

上）としている。したがって本件対象文書の電磁的記録の開示に当た

っては，当該電磁的記録をそのままのデータ形式で開示すべきである。

また同様な趣旨で本件対象文書の電磁的記録の開示に当たっては，コ

ピー等に制限を掛けるセキュリティ設定等を行わずそのままのデータ

形式で開示すべきである。」として本件対象文書をありのまま開示す

ることを求めるが，上記アのとおり，当該開示の実施の方法は適正に

処理されている。 

ウ 異議申立人は，「本件対象文書が当初のファイル形式を変換して複

写の交付が行われているため，本件対象文書の内容が，交付された複

写には欠落している可能性がある。」として複写の交付が本件対象文

書の全ての内容を複写しているか確認を求めるが，原処分において，

スキャナにより読み取ってできたＰＤＦファイル形式への変換による

情報の欠落がないか，本件対象文書と開示した文書の内容を改めて確

認したところ，欠落している部分はないことを確認しており，当該開

示の実施の方法は適正に処理されている。 

エ 異議申立人は，「処分庁が平成２４年４月４日付け防官文第４６３

９号で認めるように，開示・不開示の判断を行わずに「本件対象文書

の内容と関わりのない情報の付随を避ける」複写の交付は，法に反す

る」として当該情報についても，開示・不開示の判断を改めて求める

が，原処分に当たっては，本件対象文書について慎重に確認を行った

上で判断をしたものである。 

オ 異議申立人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分に

ついては開示すべきである。」として一部に対する不開示決定の取消

しを主張するが，本件対象文書の法５条該当性を十分に検討した結果，

その一部が上記（２）のとおり同条１号，２号，３号及び５号に該当

することから当該部分を不開示としたものであり，その他の部分につ

いては開示している。 

カ 以上のことから，異議申立人の主張はいずれも理由がなく，原処分

を維持することが適当である。 

 ２ 補充理由説明書 
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（１）本件対象文書のうち，文書３の８５ページにおいて不開示とした埼玉

県防災課災害対策本部の担当者の氏及び電話番号は，個人に関する情報

であり，これを公にした場合，特定の個人を識別することができること

から，法５条１号に該当するため不開示としたが，当該不開示部分は，

埼玉県の災害対策本部の電話番号も含まれており，これを公にした場合，

いたずらや偽計等に使用され，緊急の連絡に支障を来すなど，地方公共

団体の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，法５条

６号柱書きに該当するため不開示とする。 

（２）本件対象文書のうち，文書２２の別冊第３の８６ページ及び１１０ペ

ージの回答欄の１段目において不開示とした部分は，個人に関する情報

であり，これを公にした場合，個人の権利利益を害するおそれがあるこ

とから，法５条１号に該当するため不開示としたが，当該不開示部分は，

陸上自衛隊の指揮系統及び通信システムに関する情報であり，これを公

にした場合，自衛隊の指揮統制要領，手法及び内容が推察され，自衛隊

の任務の効果的な遂行に支障を及ぼし，ひいては我が国の安全を害する

おそれがあることから，法５条３号に該当するため不開示とする。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２６年４月４日   諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同月１４日       審議 

④ 同月２２日       異議申立人から意見書を収受 

⑤ 平成２８年９月１３日  本件対象文書の見分及び審議 

⑥ 平成２９年１月１０日  諮問庁から補充理由説明書を収受 

⑦ 同年２月８日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書等について 

（１）本件対象文書は，陸上幕僚監部で「東日本大震災災害派遣行動史」

（以下「行動史」という。）を編さんするための資料として，各方面総

監等から陸上幕僚長に報告された文書であり，処分庁は，その一部を法

５条１号，２号，３号及び５号に該当するとして不開示とする原処分を

行った。 

これに対し，異議申立人は本件対象文書の電磁的記録の特定及び不開

示部分の開示等を求めているところ，諮問庁は法５条６号柱書きの不開

示理由を追加した上で原処分を維持することが適当としている。 

（２）当審査会において確認したところ，開示実施文書においてマスキング

されている部分の一部（文書２７の９７頁目の不開示部分）について，

行政文書開示決定通知書では不開示とした部分として明示されていない
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ことが認められた。 

その理由について，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたと

ころ，行政文書開示決定通知書の不開示とした部分への記載漏れとのこ

とであった。 

しかしながら，原処分は，行政文書開示決定通知書に表示されたとお

りの内容で行われたと解すべきであり，当該部分は，原処分（開示決定

通知書）において開示された部分と認められるから，異議申立ての対象

外と解されるので，当審査会では，当該部分の不開示情報該当性につい

ての判断は行わない。 

（３）以上を前提として，本件対象文書の見分結果を踏まえ，本件対象文書

の特定の妥当性及び不開示情報該当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）本件対象文書の特定について，当審査会事務局職員をして諮問庁に確

認させたところ，諮問庁の説明は次のとおりであった。 

ア 本件対象文書は，陸上自衛隊の各方面総監等から紙又は電磁的記録

によって陸上幕僚長に報告された文書である。 

イ 処分庁が行政文書開示決定通知書で異議申立人に示したとおり，本

件対象文書はＡ４判用紙で２，２８４枚であるが，うち２９４枚につ

いては紙でのみ保有しており，電磁的記録は保有していない。 

ウ 陸上幕僚長は，各方面総監等に報告させるに当たり，報告文書の様

式は随意としつつも，行動史の編さんに必要な図や写真等は電磁的記

録により別送するよう指示しており，陸上幕僚監部において，本件対

象文書のうち，別紙や別冊等の大部分については電磁的記録を保有し

ているが，各文書のかがみや主に文章のみで構成されているような一

部の資料については，その必要がないため紙媒体でのみ報告を受けた。 

（２）当審査会において本件対象文書を見分したところ，各文書のかがみに

ついては，公印や受領印の押印のほか，手書きの部分等が存することか

ら，紙媒体であると認められる。 

また，本件対象文書が行動史の編さんのために用いられるものである

ことを踏まえると，各文書のかがみや主に文章のみで構成されているよ

うな一部の資料について，紙媒体でのみ報告を受け電磁的記録は保有し

ていないとする上記（１）ウの諮問庁の説明が不自然，不合理とはいえ

ず，ほかに電磁的記録の存在をうかがわせる事情も認められない。 

したがって，防衛省において，本件対象文書の外に，本件請求文書に

該当する文書（電磁的記録）を保有しているとは認められない。 

３ 不開示情報該当性について 

（１）個人に関する情報 

ア 写真の顔部分について 
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別紙２の番号１（５５頁に係る部分を除く。），４，５（８５頁，

４０８頁ないし４１０頁，４１４頁，４１５頁及び４１７頁ないし４

１９頁に係る部分を除く。），９（１９７頁及び２００頁ないし２０

２頁に係る部分を除く。），１５（５８７頁に係る部分を除く。），

２２，２３，３１，３３（５１頁及び５２頁に係る部分を除く。），

３４，３５，４４，４６及び５１に掲げる部分は，自衛隊員，自衛隊

員以外の行政機関の職員，外国政府の職員及び民間人の写真の顔部分

である。 

当該部分は，法５条１号本文前段に規定する個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができるものに該当すると認められ

る。 

次に，法５条１号ただし書該当性を検討するに当たり，写真の顔部

分を公にする慣行の有無，範囲等について，当審査会事務局職員をし

て諮問庁に確認させたところ，防衛省においては，自衛隊員のうち将

官（将補以上の階級の者を指す。）等の顔写真については公にする慣

行があるとのことであった。そうすると，当該部分のうち自衛隊員の

写真については，将官等以外の自衛隊員の写真であるため，法５条１

号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当すると認める

べき事情も存しない。 

また，諮問庁によれば，自衛隊員以外の行政機関の職員について，

当該行政機関に確認したところ，当該職員の写真の顔部分を公にする

慣行はないとのことであり，さらに，外国軍人及び民間人についても，

その写真の顔部分を公にする慣行があると認めるべき事情はないこと

から，いずれも法５条１号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ及

びハに該当すると認めるべき事情も存しない。 

さらに，写真の顔部分は，個人識別部分であり法６条２項による部

分開示の余地もないので，不開示とすることが妥当である。 

しかしながら，番号９の１９３頁及び１９４頁の特定町の町長に係

る写真の顔部分については，当審査会事務局職員をして確認させたと

ころ，原処分時点で既に当該特定町のホームページにおいて公表され

ており，法５条１号ただし書イの慣行により公にされ，又は公にする

ことが予定されている情報と認められるから，開示すべきである。 

   イ 自衛隊員以外の者の個人名について 

 別紙２の番号１の５５頁に係る部分，番号５の８５頁（電話番号を

除く。），４０８頁，４０９頁，４１４頁，４１７頁ないし４１９頁

に係る部分，番号９の１９７頁，２００頁ないし２０２頁に係る部分，

番号１５の５８７頁に係る部分並びに番号３３の５１頁及び５２頁に

係る部分には，自衛隊員以外の者の個人名が記載されていることが認
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められる。 

 当該部分は，法５条１号本文前段に規定する個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができるものに該当し，同号ただし

書イないしハに該当すると認めるべき事情もなく，個人識別部分であ

り法６条２項による部分開示の余地もないので，不開示とすることが

妥当である。 

   ウ メールアドレスについて 

 別紙２の番号５の４１０頁，４１５頁に係る部分には，民間人のメ

ールアドレスが記載されていることが認められる。 

 当該部分は，法５条１号本文前段に規定する個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができるものに該当し，同号ただし

書イないしハに該当すると認めるべき事情もなく，個人識別部分であ

り法６条２項による部分開示の余地もないので，不開示とすることが

妥当である。 

   エ 隊員の活動所見について 

    別紙２の番号３９（８６頁及び１１０頁の各「回答」欄の１段目の

不開示部分を除く。），４０及び４５に掲げる部分には，災害派遣に

参加した隊員の災害派遣活動に対する率直かつ個人的な見解が記載さ

れていることが認められる。 

    当該部分は，当該所見の記載者の所属，階級及び氏名とともに一体

として法５条１号本文前段に規定する個人に関する情報であって，特

定の個人を識別することができるものに該当し，同号ただし書イない

しハに該当すると認めるべき事情は存しない。また，当該所見の記載

者の氏名等は開示されているから，法６条２項による部分開示の余地

もないので，不開示とすることが妥当である。 

（２）法人その他の団体に関する情報 

別紙２の番号３，１３及び１８に掲げる部分には，報道機関の名称が

記載されていることが認められる。 

しかしながら，当該部分は，これを公にしても，被災地において自衛

隊に激励の声を掛けた特定の報道機関の名称や，報道機関ごとの災害派

遣等に関する取材・報道の概要等が明らかになるにすぎないため，諮問

庁が説明するような当該報道機関の競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるとは認められず，法５条２号の不開示情報に該当する

とは認められないので，当該部分は開示すべきである。 

（３）陸上自衛隊の編成に関する情報 

別紙２の番号１０，２０，２８，３０及び４７に掲げる部分には，陸

上自衛隊の編成に関する情報が記載されていることが認められる。 

当該部分は，これを公にすることにより，自衛隊の態勢が推察され，
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自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさせ，ひいては国の安全が害

されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があ

ると認められるので，法５条３号に該当し，不開示とすることが妥当で

ある。 

（４）陸上自衛隊の行動及び運用，指揮系統及び通信システム，燃料の貯蓄

量並びに可動航空機に関する情報 

   別紙２の番号２，６ないし８，１１，１４，１６，１７，１９，２１，

２４，２７，２９，３２，３６ないし３８，３９（８６頁及び１１０頁

の各「回答」欄の１段目の不開示部分のみ），４１ないし４３，４８及

び５０に掲げる部分には，陸上自衛隊の行動及び運用，指揮系統及び通

信システム，燃料の貯蓄量並びに可動航空機に関する情報が記載されて

いることが認められる。 

当該部分は，これを公にすることにより，自衛隊の運用要領，能力，

指揮統制要領並びに通信の手法及び内容等が推察され，自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障を生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれが

あると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められる

ので，法５条３号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

（５）米軍の行動及び運用に関する情報 

別紙２の番号１２及び４９に掲げる部分には，米軍の行動及び運用に

関する情報が記載されていることが認められる。 

当該部分は，これを公にすることにより，米軍に不利益を与えるおそ

れがあり，我が国と米国との間の信頼関係が損なわれるおそれがあると

行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，

法５条３号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

（６）陸上自衛隊の警備に関する情報 

別紙２の番号２６に掲げる部分には，陸上自衛隊における警備の実施

に関する情報が記載されていることが認められる。 

当該部分は，これを公にすることにより，自衛隊の警備態勢等が明ら

かとなり，各種妨害行為を敢行しようとする勢力等がこれに応じた措置

をとることなどにより，自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさせ，

ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めること

につき相当の理由があると認められるので，法５条３号に該当し，不開

示とすることが妥当である。 

（７）刑事事件発生件数に関する情報 

    別紙２の番号２５に掲げる部分には，陸上自衛隊における平成１９年

から平成２３年までの刑事事件の発生件数に関する情報が記載されてい

ることが認められる。 

    しかしながら，当該部分には，陸上自衛隊における方面隊別の刑事事
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件の発生件数の推移とそこから読み取れる事柄，既に公になっている事

柄などが記載されているにすぎないため，これを公にしたとしても，諮

問庁が説明するような不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある

とは認められず，法５条５号の不開示情報に該当するとは認められない

ので，当該部分は開示すべきである。 

（８）地方公共団体の調整事務に関する情報 

別紙２の番号５の８５頁に係る部分（担当者名を除く。）には，災害

物資の輸送について調整を行う際に使用された特定地方公共団体の電話

番号が記載されていることが認められる。 

当該部分は，これを公にすることにより，いたずらや偽計等に使用さ

れ，緊急の連絡に支障を来すなど，特定地方公共団体の調整事務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるので，法５条６号柱書

きに該当し，不開示とすることが妥当である。 

４ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

５ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求に対し，本件対象文書を特定

し，その一部を法５条１号，２号，３号及び５号に該当するとして不開示

とした決定について，諮問庁が，不開示とされた部分は同条１号，２号，

３号，５号及び６号柱書きに該当することから不開示とすべきとしている

ことについては，防衛省において，本件対象文書の外に開示請求の対象と

して特定すべき文書を保有しているとは認められないので，本件対象文書

を特定したことは妥当であり，また，別紙３に掲げる部分を除く部分は，

同条１号，３号及び６号柱書きに該当すると認められるので，不開示とし

たことは妥当であるが，別紙３に掲げる部分は，同条１号，２号及び５号

に該当せず，開示すべきであると判断した。 

（第４部会） 

  委員 鈴木健太，委員 常岡孝好，委員 中曽根玲子 
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別紙１（本件対象文書） 

 

文書１ 東日本大震災災害派遣（原子力災害派遣含む。）行動史編さん資料に

ついて（報告）（北方防第５６７号電。２３．１１．２４）（模写電報

起案紙を除く。） 

文書２ 東日本大震災災害派遣（原子力災害派遣含む。）行動史編さん資料に

ついて（報告）（北方防第１１６号電。２４．３．５） 

文書３ 東日本大震災災害派遣行動史の編さん資料について（報告）（東方防

第１４０号。２４．２．２４） 

文書４ 東日本大震災災害派遣行動史編さん基礎資料について（報告）西方防

第６２７号電（２３．１０．１８） 

文書５ 東日本大震災災害派遣行動史基礎資料について（報告）（中即集団防

第７３１号電。２３．１０．２８） 

文書６ 通信団東日本大震災災害派遣行動史基礎資料について（報告）（通団

第１８３４号。２３．１１．２８） 

文書７ 東日本大震災災害派遣行動史の編さんに係る基礎資料について（報

告）（警務第１３５４号。２３．１１．２） 

文書８ 東日本大震災災害派遣行動史基礎資料について（報告）（中情第８２

６号。２３．８．１） 

文書９ 東日本大震災災害派遣行動史基礎資料について（報告）（中会第５１

２号。２３．１０．３１） 

文書１０ 東日本大震災災害派遣行動史基礎資料について（報告）（会監第３

９号。２４．２．６） 

文書１１ 東日本大震災災害派遣行動史編さん準備について（報告）（中音第

２２６号。２３．７．６） 

文書１２ 東日本大震災災害派遣行動史基礎資料について（報告）（中管気第

４６４号。２３．１２．２２） 

文書１３ 東日本大震災災害派遣行動史について（報告）（自情保第１４１７

号。２３．１１．１０） 

文書１４ 東日本大震災災害派遣行動史基礎資料について（報告）（体学企第

４１号。２３．８．８） 

文書１５ 東日本大震災対応における幹部学校教訓兼ねて東日本大震災災害派

遣行動史基礎資料について（報告）（幹学企第４０号電。２３．７．２

８） 

文書１６ 東日本大震災災害派遣行動史基礎資料（災害派遣活動中の諸施策

等）について（報告）（幹学企第６０号電。２３．１１．３０） 

文書１７ 東日本大震災災害派遣行動史基礎資料の提出について（報告）（幹

候学企第４５号。２３．８．２５） 
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文書１８ 東日本大震災災害派遣行動史の基礎資料について（報告）（富学企

第５５７号。２３．１２．１４） 

文書１９ 東日本大震災行動史基礎資料（千葉県災害派遣）（２３．１０．３

１ 陸上自衛隊高射学校） 

文書２０ 東日本大震災災害派遣行動史の編さん準備について（報告）（航学

企第３９３号電。２３．１０．２１） 

文書２１ 東日本大震災災害派遣行動史について（報告）（施学企第７０号。

２３．６．２７） 

文書２２ 東日本大震災災害派遣行動史基礎資料について（報告）（通学企第

１７２号電。２３．１０．１８） 

文書２３ 東日本大震災災害派遣行動史基礎資料について（報告）（武学企第

２０１号。２３．１２．２７） 

文書２４ 東日本大震災災害派遣行動史の基礎資料について（報告）（需学研

第１３号。２３．１０．４） 

文書２５ 東日本大震災災害派遣行動史基礎資料について（報告）（輸学企第

９３号。２３．９．６） 

文書２６ 東日本大震災災害派遣行動史基礎資料について（報告）（衛学企第

２１９号。２３．１０．３１） 

文書２７ 東日本大震災災害派遣行動史編さん基礎資料の作成について（報

告）（化学企第１７７号。２３．１２．２１） 

文書２８ 東日本大震災災害派遣行動史について（報告）（高工学企第８６号。

２３．８．２６） 

文書２９ 東日本大震災災害派遣行動史基礎資料について（報告）（補統装計

第５６２号。２３．１０．２８） 

文書３０ 東日本大震災災害派遣行動史の編さんについて（報告）（中病総第

１１３８号。２３．１１．１） 
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別紙２（原処分において不開示とした部分及び理由） 

 

番号 文書 不開示とした部分 不開示とした理由 

１ 

 

文書

１ 

２１頁から２５頁まで，４

０頁，４１頁，５５頁及び

５６頁のそれぞれ一部 

 

個人に関する情報であり，これを公

にした場合，特定の個人を識別する

ことができることから，法５条１号

（同号ただし書イに該当するものを

除く。）に該当するため不開示とし

た。 

２ 文書

１ 

４９頁の一部 陸上自衛隊の行動及び運用に関する

情報であり，これを公にした場合，

自衛隊の運用要領及び能力が推察さ

れ，自衛隊の任務の効果的な遂行に

支障を及ぼし，ひいては我が国の安

全を害するおそれがあることから，

法５条３号に該当するため不開示と

した。 

３ 文書

１ 

５３頁の一部 法人その他の団体に関する情報であ

り，これを公にした場合，法人等の

競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあることから，法５条

２号に該当するため不開示とした。 

４ 

 

文書

２ 

５頁及び６頁のそれぞれ一

部 

 

個人に関する情報であり，これを公

にした場合，特定の個人を識別する

ことができることから，法５条１号

（同号ただし書イに該当するものを

除く。）に該当するため不開示とし

た。 

５ 文書

３ 

４３頁，５１頁，８５頁，

４０８頁から４１０頁ま

で，４１４頁，４１５頁及

び４１７頁から４１９頁ま

でのそれぞれ一部 

個人に関する情報であり，これを公

にした場合，特定の個人を識別する

ことができることから，法５条１号

（同号ただし書イに該当するものを

除く。）に該当するため不開示とし

た。 

６ 文書

３ 

５９頁，６４頁，１２３

頁，１８８頁，２８７頁，

２８９頁，２９７頁及び３

陸上自衛隊の燃料の貯蓄量に関する

情報であり，これを公にした場合，

自衛隊の能力及び部隊運用が推察さ
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０５頁のそれぞれ一部 れ，自衛隊の任務の効果的な遂行に

支障を及ぼし，ひいては我が国の安

全を害するおそれがあることから，

法５条３号に該当するため不開示と

した。 

７ 文書

３ 

９２頁，１１９頁，１８２

頁，１８３頁，２０５頁の

「通信」の項，２３７頁，

２３８頁，２４９頁，２５

２頁，２５７頁，２６３

頁，２６４頁，２６６頁，

２９２頁及び２９５頁のそ

れぞれ一部 

陸上自衛隊の指揮系統及び通信シス

テムに関する情報であり，これを公

にした場合，自衛隊の指揮統制要

領，手法及び内容が推察され，自衛

隊の任務の効果的な遂行に支障を及

ぼし，ひいては我が国の安全を害す

るおそれがあることから，法５条３

号に該当するため不開示とした。 

８ 文書

３ 

２０５頁の「被ばく管理」

の項，２５５頁及び３０２

頁のそれぞれ一部 

陸上自衛隊の行動及び運用に関する

情報であり，これを公にした場合，

自衛隊の運用要領及び能力が推察さ

れ，自衛隊の任務の効果的な遂行に

支障を及ぼし，ひいては我が国の安

全を害するおそれがあることから，

法５条３号に該当するため不開示と

した。 

９ 文書

４ 

１０７頁，１１３頁，１１

５頁，１２９頁，１３０

頁，１３３頁，１３９頁，

１４０頁，１４４頁，１４

８頁，１４９頁，１５１

頁，１５２頁，１５７頁，

１５９頁，１６３頁，１６

８頁から１７１頁まで，１

７３頁から１７５頁まで，

１７７頁，１７９頁から１

８４頁まで，１８６頁，１

８８頁から１９４頁まで，

１９６頁，１９７頁及び２

００頁から２０３頁までの

それぞれ一部 

個人に関する情報であり，これを公

にした場合，特定の個人を識別する

ことができることから，法５条１号

（同号ただし書イに該当するものを

除く。）に該当するため不開示とし

た。 

１０ 文書 １１６頁の一部 陸上自衛隊の編成に関する情報であ
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４ り，これを公にした場合，自衛隊の

態勢が推察され，自衛隊の任務の効

果的な遂行に支障を及ぼし，ひいて

は我が国の安全を害するおそれがあ

ることから，法５条３号に該当する

ため不開示とした。 

１１ 文書

４ 

７７頁，１０２頁，１２０

頁，１３６頁及び１３８頁

のそれぞれ一部 

陸上自衛隊の行動及び運用に関する

情報であり，これを公にした場合，

自衛隊の運用要領及び能力が推察さ

れ，自衛隊の任務の効果的な遂行に

支障を及ぼし，ひいては我が国の安

全を害するおそれがあることから，

法５条３号に該当するため不開示と

した。 

１２ 文書

４ 

１２１頁の一部 米軍の行動及び運用に関する情報で

あり，これを公にした場合，米軍に

不利益を与えるおそれがあり，我が

国との関係に悪影響を及ぼすおそれ

があることから，法５条３号に該当

するため不開示とした。  

１３ 文書

４ 

１２４頁から１２７頁まで

のそれぞれ一部 

法人その他の団体に関する情報であ

り，これを公にした場合，法人等の

競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあることから，法５条

２号に該当するため不開示とした。 

１４ 文書

４ 

１６１頁の一部 陸上自衛隊の指揮系統及び通信シス

テムに関する情報であり，これを公

にした場合，自衛隊の指揮統制要

領，手法及び内容が推察され，自衛

隊の任務の効果的な遂行に支障を及

ぼし，ひいては我が国の安全を害す

るおそれがあることから，法５条３

号に該当するため不開示とした。 

１５ 文書

５ 

２５９頁，２７４頁，２９

１頁，３３５頁から３４１

頁，３４７頁，３４８頁，

３５２頁から３５５頁ま

個人に関する情報であり，これを公

にした場合，特定の個人を識別する

ことができることから，法５条１号

（同号ただし書イに該当するものを
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で，３５７頁から３５９頁

まで，３６１頁から３６４

頁まで，３６６頁から３６

９頁まで，３７６頁から３

７８頁まで，３８４頁から

３８６頁まで，３９０頁，

３９３頁，３９４頁，３９

６頁から４０５頁まで，４

０８頁，４１０頁，４１２

頁から４１５頁まで，４２

０頁，４２２頁，４２３

頁，４２７頁，４２９頁か

ら４３１頁まで，４３３頁

から４３５頁まで，４３８

頁，４４０頁から４４２頁

まで，４４４頁，４４５

頁，４５０頁から４５３頁

まで，４５６頁から４５８

頁まで，４６０頁から４６

６頁まで，４６８頁，４７

０頁，４７２頁，４７９頁

から４８２頁まで，４８７

頁，４８９頁から４９２頁

まで，４９４頁から４９８

頁まで，５００頁，５０４

頁から５１１頁まで，５１

６頁から５１８頁まで，５

２０頁，５２７頁から５２

９頁まで，５３３頁，５３

９頁，５４０頁，５４３

頁，５４５頁から５４７頁

まで，５４９頁，５５８頁

から５６１頁まで，５６３

頁から５６５頁まで，５６

８頁から５７５頁まで，５

７７頁，５８０頁，５８２

頁，５８６頁，５８７頁，

除く。）に該当するため不開示とし

た。 
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５９０頁から５９８頁ま

で，６０２頁，６０４頁，

６０７頁，６０８頁，６１

１頁，６１２頁，６１５頁

から６２０頁まで，６２３

頁，６２５頁，６２６頁，

６３４頁及び６３８頁のそ

れぞれ一部 

１６ 文書

５ 

１３頁から１７頁まで， 

１９頁，９６頁，９７頁，

２２８頁及び３２５頁のそ

れぞれ一部 

陸上自衛隊の行動及び運用に関する

情報であり，これを公にした場合，

自衛隊の運用要領及び能力が推察さ

れ，自衛隊の任務の効果的な遂行に

支障を及ぼし，ひいては我が国の安

全を害するおそれがあることから，

法５条３号に該当するため不開示と

した。 

１７ 文書

５ 

３４頁，３５頁，３７頁，

５３頁，７５頁，７７頁，

８８頁，９３頁，１０４

頁，１０６頁，１２７頁，

１８７頁，２４１頁，２４

２頁，２７８頁，２７９頁

及び２９２頁のそれぞれ一

部 

陸上自衛隊の指揮系統及び通信シス

テムに関する情報であり，これを公

にした場合，自衛隊の指揮統制要

領，手法及び内容が推察され，自衛

隊の任務の効果的な遂行に支障を及

ぼし，ひいては我が国の安全を害す

るおそれがあることから，法５条３

号に該当するため不開示とした。 

１８ 文書

５ 

１２１頁，１２５頁，１６

５頁，１６８頁，１７５頁

及び１７６頁のそれぞれ一

部 

法人その他の団体に関する情報であ

り，これを公にした場合，法人等の

競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあることから，法５条

２号に該当するため不開示とした。 

１９ 文書

５ 

２６７頁の一部 可動航空機に関する情報であり，こ

れを公にした場合，自衛隊の運用及

び能力が推察され，自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障を及ぼし，ひい

ては我が国の安全を害するおそれが

あることから，法５条３号に該当す

るため不開示とした。 

２０ 文書 ９頁，１６頁から２２頁ま 陸上自衛隊の編成に関する情報であ
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６ で，５１頁から５３頁まで

のそれぞれ一部 

 

 

 

り，これを公にした場合，自衛隊の

態勢が推察され，自衛隊の任務の効

果的な遂行に支障を及ぼし，ひいて

は我が国の安全を害するおそれがあ

ることから，法５条３号に該当する

ため不開示とした。 

２１ 文書

６ 

１４頁，５４頁から５７頁

まで，５９頁，６２頁及び

６３頁のそれぞれ一部 

 

 

 

陸上自衛隊の指揮系統及び通信シス

テムに関する情報であり，これを公

にした場合，自衛隊の指揮統制要

領，手法及び内容が推察され，自衛

隊の任務の効果的な遂行に支障を及

ぼし，ひいては我が国の安全を害す

るおそれがあることから，法５条３

号に該当するため不開示とした。 

２２ 文書

７ 

別紙

第１ 

付紙第９の１枚目の

写真のうち顔部分 

個人に関する情報であり，これを公

にした場合，特定の個人を識別する

ことができることから，法５条１号

（同号ただし書イに該当するものを

除く。）に該当するため不開示とし

た。 

２３ 文書

７ 

付紙第９の２枚目，

３枚目及び６枚目の

それぞれ一部 

２４ 文書

７ 

付紙第１の一部 陸上自衛隊の行動及び運用に関する

情報であり，これを公にした場合，

自衛隊の運用要領及び能力が推察さ

れ，自衛隊の任務の効果的な遂行に

支障を及ぼし，ひいては我が国の安

全を害するおそれがあることから，

法５条３号に該当するため不開示と

した。 

２５ 文書

７ 

付紙第４の一部 震災発生に係る過去５年間における

刑事事件発生件数に関する情報であ

り，これを公にした場合，不当に国

民の間に混乱を生じさせるおそれが

あることから，法５条５号に該当す

るため不開示とした。 

２６ 文書

７ 

付紙第９の１枚目の

写真上部及び下部の

部分 

警備の実施に関する情報であり，こ

れを公にした場合，警備態勢や対処

能力が明らかとなり，各種妨害行為
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を敢行しようとする勢力等がこれに

応じた措置をとることなどにより，

自衛隊の任務の効果的な遂行に支障

を及ぼし，ひいては我が国の安全を

害するおそれがあることから，法５

条３号に該当するため不開示とし

た。 

２７ 文書

７ 

別紙

第２ 

 

別紙第２の一部 

付紙の１枚目及び２

枚目のそれぞれ一部 

 

陸上自衛隊の行動及び運用に関する

情報であり，これを公にした場合，

自衛隊の運用要領及び能力が推察さ

れ，自衛隊の任務の効果的な遂行に

支障を及ぼし，ひいては我が国の安

全を害するおそれがあることから，

法５条３号に該当するため不開示と

した。 

２８ 文書

８ 

３頁の一部 陸上自衛隊の編成に関する情報であ

り，これを公にした場合，自衛隊の

態勢が推察され，自衛隊の任務の効

果的な遂行に支障を及ぼし，ひいて

は我が国の安全を害するおそれがあ

ることから，法５条３号に該当する

ため不開示とした。 

２９ 文書

８ 

６頁及び８頁のそれぞれ一

部 

陸上自衛隊の指揮系統及び通信シス

テムに関する情報であり，これを公

にした場合，自衛隊の指揮統制要

領，手法及び内容が推察され，自衛

隊の任務の効果的な遂行に支障を及

ぼし，ひいては我が国の安全を害す

るおそれがあることから，法５条３

号に該当するため不開示とした。 

３０ 文書

１１ 

１３頁の一部 陸上自衛隊の編成に関する情報であ

り，これを公にした場合，自衛隊の

態勢が推察され，自衛隊の任務の効

果的な遂行に支障を及ぼし，ひいて

は我が国の安全を害するおそれがあ

ることから，法５条３号に該当する

ため不開示とした。 
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３１ 文書

１１ 

２１頁から２５頁までのそ

れぞれ一部 

個人に関する情報であり，これを公

にした場合，特定の個人を識別する

ことができることから，法５条１号

（同号ただし書イに該当するものを

除く。）に該当するため不開示とし

た。 

３２ 文書

１２ 

４頁から６頁までのそれぞ

れ一部 

陸上自衛隊の行動及び運用に関する

情報であり，これを公にした場合，

自衛隊の運用要領及び能力が推察さ

れ，自衛隊の任務の効果的な遂行に

支障を及ぼし，ひいては我が国の安

全を害するおそれがあることから，

法５条３号に該当するため不開示と

した。 

３３ 文書

１９ 

３９頁，４０頁，４４頁，

４５頁及び４７頁から５２

頁までのそれぞれ一部 

個人に関する情報であり，これを公

にした場合，特定の個人を識別する

ことができることから，法５条１号

（同号ただし書イに該当するものを

除く。）に該当するため不開示とし

た。 

３４ 

 

 

文書

２０ 

属紙

第１ 

 

 

２枚目，３枚目及び

５枚目のそれぞれ一

部 

 

個人に関する情報であり，これを公

にした場合，特定の個人を識別する

ことができることから，法５条１号

（同号ただし書イに該当するものを

除く。）に該当するため不開示とし

た。 

３５ 

 

 

文書

２１ 

３頁及び６頁のそれぞれ一

部 

個人に関する情報であり，これを公

にした場合，特定の個人を識別する

ことができることから，法５条１号

（同号ただし書イに該当するものを

除く。）に該当するため不開示とし

た。 

３６ 文書

２１ 

１１頁の一部 陸上自衛隊の行動及び運用に関する

情報であり，これを公にした場合，

自衛隊の運用要領及び能力が推察さ

れ，自衛隊の任務の効果的な遂行に

支障を及ぼし，ひいては我が国の安
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全を害するおそれがあることから，

法５条３号に該当するため不開示と

した。 

３７ 文書

２１ 

１３頁の一部 陸上自衛隊の指揮系統及び通信シス

テムに関する情報であり，これを公

にした場合，自衛隊の指揮統制要

領，手法及び内容が推察され，自衛

隊の任務の効果的な遂行に支障を及

ぼし，ひいては我が国の安全を害す

るおそれがあることから，法５条３

号に該当するため不開示とした。 

３８ 

 

文書

２２ 

別冊

第１ 

２頁の一部 陸上自衛隊の行動及び運用に関する

情報であり，これを公にした場合，

自衛隊の運用要領及び能力が推察さ

れ，自衛隊の任務の効果的な遂行に

支障を及ぼし，ひいては我が国の安

全を害するおそれがあることから，

法５条３号に該当するため不開示と

した。 

３９ 文書

２２ 

別冊

第３ 

１頁から５頁まで，

７頁から５７頁ま

で，５９頁から７１

頁まで，７３頁から

９２頁まで，９４頁

から９９頁まで，１

０４頁及び１０６頁

から１３７頁までの

それぞれ一部 

個人に関する情報であり，これを公

にした場合，個人の権利利益を害す

るおそれがあることから，法５条１

号に該当するため不開示とした。 

４０ 文書

２２ 

５８頁，７２頁，９

３頁，１００頁から

１０３頁まで及び１

０５頁の「回答欄」

の３段目から９段目

までの全て 

４１ 文書

２２ 

６頁の一部 陸上自衛隊の指揮系統及び通信シス

テムに関する情報であり，これを公

にした場合，自衛隊の指揮統制要４２ 文書 ５８頁，９３頁及び
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２２ １００頁から１０３

頁までの「回答欄」

の１段目のそれぞれ

一部 

領，手法及び内容が推察され，自衛

隊の任務の効果的な遂行に支障を及

ぼし，ひいては我が国の安全を害す

るおそれがあることから，法５条３

号に該当するため不開示とした。 ４３ 文書

２２ 

７２頁及び１０５頁

の「回答欄」の２段

目のそれぞれ一部 

４４ 

 

文書

２４ 

別冊 ７頁及び１４頁の一

部 

個人に関する情報であり，これを公

にした場合，特定の個人を識別する

ことができることから，法５条１号

（同号ただし書イに該当するものを

除く。）に該当するため不開示とし

た。 

４５ 

 

文書

２６ 

「東日本大震災 災害派遣

参加活動所見」の１枚目か

ら１０枚目までのそれぞれ

一部 

個人に関する情報であり，これを公

にした場合，個人の権利利益を害す

るおそれがあることから，法５条１

号に該当するため不開示とした。 

４６ 

 

文書

２７ 

６頁，１０頁，１１頁，２

２頁から２４頁まで，４０

頁，５０頁，５１頁，５６

頁，５７頁，１０６頁，１

０８頁及び１１７頁から１

１９頁までのそれぞれ一部 

個人に関する情報であり，これを公

にした場合，特定の個人を識別する

ことができることから，法５条１号

（同号ただし書イに該当するものを

除く。）に該当するため不開示とし

た。 

４７ 文書

２７ 

４１頁の一部 陸上自衛隊の編成に関する情報であ

り，これを公にした場合，自衛隊の

態勢が推察され，自衛隊の任務の効

果的な遂行に支障を及ぼし，ひいて

は我が国の安全を害するおそれがあ

ることから，法５条３号に該当する

ため不開示とした。 

４８ 文書

２７ 

７２頁の一部 陸上自衛隊の指揮系統及び通信シス

テムに関する情報であり，これを公

にした場合，自衛隊の指揮統制要

領，手法及び内容が推察され，自衛

隊の任務の効果的な遂行に支障を及

ぼし，ひいては我が国の安全を害す

るおそれがあることから，法５条３
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号に該当するため不開示とした。 

４９ 文書

２７ 

１１４頁及び１１６頁のそ

れぞれ一部 

米軍の行動及び運用に関する情報で

あり，これを公にした場合，米軍に

不利益を与えるおそれがあり，我が

国との関係に悪影響を及ぼすおそれ

があることから，法５条３号に該当

するため不開示とした。 

５０ 

 

文書

２９ 

９５頁の一部 

 

陸上自衛隊の指揮系統及び通信シス

テムに関する情報であり，これを公

にした場合，自衛隊の指揮統制要

領，手法及び内容が推察され，自衛

隊の任務の効果的な遂行に支障を及

ぼし，ひいては我が国の安全を害す

るおそれがあることから，法５条３

号に該当するため不開示とした。 

５１ 文書

３０ 

２７頁及び２８頁のそれぞ

れ一部 

 

個人に関する情報であり，これを公

にした場合，特定の個人を識別する

ことができることから，法５条１号

（同号ただし書イに該当するものを

除く。）に該当するため不開示とし

た。 
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別紙３（開示すべき部分） 

 

番号 文書 具体的箇所 

１ 文書１ 別冊５３頁の不開示部分の全て 

２ 文書４ １２４頁ないし１２７頁の不開示部分の全て 

３ １９３頁及び１９４頁の特定町の町長に係る写真の顔部分 

４ 文書５ １２１頁，１２５頁，１６５頁，１６８頁，１７５頁及び

１７６頁の不開示部分の全て 

５ 文書７ 付紙第４の不開示部分の全て 

 

 

  

 

 

 


